
地域保健福祉審議会の傍聴
日 3月18日㈮午後6時30分～8時30分
場 区役所第3庁舎3階ブライトホール
備 先着20人。文字通訳あり（3月8日までに要予約）。
問 保健福祉政策課
☎5432-2427 FAX 5432-3017

3月1日付の民生委員・児童委員をご紹介します
　地域の身近な相談役として、厚生労働大臣の
委嘱を受け、無報酬で、地域福祉の向上に努め
ています。お気軽にご相談下さい。

問 生活福祉課☎5432-2767 FAX 5432-3020、
北 沢 総 合 支 所 生 活 支 援 課 ☎6804-7770 FAX

6804-7994

警察官立会い自転車防犯登録
日 3月13日㈰午前10時～正午（雨天実施）
費660円
持参するもの／自転車（譲り受けた場合はそれ
を証明できるもの、インターネット等で購入した
場合は販売証明書）、所有者の住所・氏名が確
認できるもの（運転免許証等）、印鑑

問 交通安全自転車課
☎6432-7967 FAX 6432-7996

行事用物品の貸出し
対 区内の地域活動団体
貸出物品／やぐら、提

ちょう

灯
ちん

、長胴太鼓、締め太鼓、
ポップコーン機、綿あめ機、かき氷機、テント、
餅つきセット、子どもみこし、半てん、綱引きロー
プ、土俵、リヤカー、いす、机、なべ、鉄板焼
セット、紅白幕、水タンク（いずれも貸出可能数
量は申込先へお問い合わせ下さい）
貸出期間／ 5日以内
受付日時／毎日午前8時30分～午後4時30分

（年末年始を除く）
申利用日の2か月前の月の1日から、電話で船橋
公文書庫（☎3482-5171）へ　先着順
問 区民健康村・ふるさと交流課
☎6304-3593 FAX 6304-3714

区内の社会教育関係団体等に対し、
講師料の一部を助成します
対 5月～5年3月に行う学習会
助成額／ 1万3000円以内（所得税込み）
応募要件／次の全てを満たす団体①文化・学習
活動（スポーツを除く）及び子ども会活動を行う
構成員5人以上（過半数が区内在住・在勤・在学者）
の社会教育関係団体等（本事業以外から助成金
を受けている団体を除く）②会場を確保し、1回2
時間程度の学習会が実施できる③会員だけでなく
地域に参加を呼びかけ､ 15人以上の出席者の見
込みがある④講師等は、会員が講師となる内部講
師でない⑤政治活動､ 宗教活動または営利事業を
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会場 問合せ先
世田谷警察署

（三軒茶屋2-4-4）
菅原輪業
☎・FAX3411-1875

北沢警察署
（松原6-4-14）

中嶋サイクル
☎・FAX3466-5601

玉川警察署
（中町2-9-22）

タシロ自転車店
☎3427-3459 FAX3427-2977

杉田輪業
（南烏山4-12-12）

杉田輪業
☎3308-0316 FAX3308-0329

氏名 担当区域
海老原 聡広 豪徳寺1丁目34～47

共
通
事
項

行ったり、他の営利事業に団体の名称を利用させ
るものではない
※応募要件を満たさないもの、同一と思われる
団体による重複応募は全て無効。
申3月15日（消印）までに、 オンライン手続き
またはハガキ（①団体名②代表者住所・氏名・
電話番号③会員の人数とそのうちの区内在住・
在勤・在学者の人数④学習会予定月⑤予定テー
マ・内容を明記）で、生涯学習・地域学校連携課

（☎5432-2734 FAX 5432-3039）へ
抽選160団体（予定）

子どもの学びを支援する活動への助成金
対 主に小学1～4年生を対象に自主学習を支援す
る団体
備 詳しくは、募集要項（子ども家庭課、区のホー
ムページにあり）をご覧下さい。
申4月28日（必着）までに、所定の申請書（募集
要項にあり）を郵送または持参で子ども家庭課へ

●助成希望団体向け説明会
日 3月16日㈬午後1時30分～3時
場 子ども・子育て総合センター
申3月14日までに、電話で子ども家庭課（☎
5432-2406 FAX 5432-3081）へ

臨海斎場のご案内
　臨海斎場（大田区東海1-3-1）は、世田谷区
と周辺4区が共同で設置した施設で、区民の方
は協定料金で利用できます。
　葬儀社を通しての申込みとなりますので、その
際に、臨海斎場を利用することを伝えて下さい。

※上記に記載のないものは直接施設へお問い合
わせ下さい。
担当＝地域行政課
問 臨海部広域斎場組合
☎5755-2833 FAX 3790-5866
HP https://www.rinkaisaijo.or.jp/

学校職員課から
1幼稚園短期任用講師（登録者）
対 幼稚園教諭免許状を有する方
勤務日数／週28時間以内
時給／約2000円～2900円
2学校給食栄養管理補助員（登録者）
対 栄養士資格を有する方
勤務日数／月10～14日
月給／約9万円～ 12万7000円

登録・募集期限／ 5年3月31日
備 採用は必要のつど。詳しくは、区のホーム
ページをご覧下さい。
問 学校職員課 ☎5432-2672 FAX 5432-3025

「二十歳のつどい（仮称）」実行委員
内容／令和5年に行われる「二十歳のつどい（仮
称）」の式典や催し物の企画・運営

対 18歳以上24歳以下の方（高校生を除く）
募集人数／ 10人程度
担当＝区民健康村・ふるさと交流課
申5月9日までに、電話またはファクシミリ（記入
例参照）で せたがやコールへ

高齢者クラブに加入しませんか
　区内にある85の高齢者クラブでは健康づくり
や仲間づくりのための楽しいサークル活動を行っ
ています。
活動内容／健康づくり活動＝健康体操、輪投げ、
歩行会、グラウンド・ゴルフ、ダンス等
趣味・教養活動＝健康麻雀、カラオケ、コーラス、
囲碁、書道、俳句、手芸、民謡、舞踊等
費月額200円前後（会費）※活動内容により別
途参加費あり。
備 詳しくは、お問い合わせ下さい。
問 市民活動・生涯現役推進課
☎6304-3176 FAX 6304-3597

電話リレーサービスをご利用下さい
　聴覚や発話に困難のある方（以下、聴覚障害
者等）と聴覚障害者等以外の方との会話を、通
訳オペレーターが手話・文字と音声を通訳し、電
話で双方向につなぐサービスです。
備 詳しくは、総務大臣指定電話リレーサービス提
供機関の（一財）日本財団電話リレーサービスの
ホームページ（HP https://nftrs.or.jp/）をご覧
になるか、お問い合わせ下さい。
担当=障害施策推進課
問（一財）日本財団電話リレーサービスカスタマー
センター ☎6275-0912

救急通報システムを設置します（無料）
　自宅内で急病や事故等の緊急事態が起きたと
きに、小型無線発信機を押すことで民間の受信
センターに通報され、東京消防庁に連絡します。
対 18歳以上の身体障害者手帳1・2級または難病
患者の方で、ひとり暮らしまたは同居家族が就労
等のため、1人でいることが多い方
※日常生活状況等によっては、対象とならない場
合があります。
備 音声による119番通報が困難な方向けに、ス
マートフォンやファクシミリで通報する制度があり
ます。 詳しくは、東京消防庁（☎3212-2111 
FAX 3213-1478）へお問い合わせ下さい。
問 総合支所保健福祉課（世田谷☎5432-2865 
FAX 5432-3049、北沢☎6804-8727 FAX 6804-
8813、玉川☎3702-2092 FAX 5707-2661、砧
☎3482-8198 FAX 3482-1796、 烏山☎3326-
6115 FAX 3326-6154）、 障 害 施 策 推 進 課 ☎
5432-2414 FAX 5432-3021

東京リハビリテーションセンター世田谷
（障害者支援施設梅ヶ丘）入所希望者募集

対 4年度中に入所し、同施設内の生活介護の利
用を希望する方
申4月1日から、所定の申込書（総合支所保健福
祉課、区のホームページにあり）を郵送または持
参で総合支所保健福祉課（☎・FAX 前記「救急通
報システムを設置します（無料）」記事参照）へ
問 障害者地域生活課
☎5432-2223 FAX 5432-3021

おしらせ

募　集

高齢者

障害のある方

区の手続きや施設・イベント案内はせたがやコールへ ☎5432-3333  FAX 5432-3100 午前8時〜午後9時（年中無休）

災害情報マーク概要
対 対象（特に記載がない場合、参加対象は、区内在住・在勤・在学者）
日 日時・日程　場 会場　 当日直接会場へ　講 講師
費 費用（特に記載がない場合、無料）　備 ほかの情報
申 申込方法　問 問合せ先

はパソコン、 はパソコン・スマートフォン（一部）で
区のホームページ（右記二次元コード）から申込可。
※一部対応できない機種があります。

情報
i n f o r m a t i o n

▶災害・防犯情報メール配信サービス
　https://setagaya-city.site.
　ktaiwork.jp/
▶公式ツイッター @setagaya_kiki
▶FM ラジオ 83.4 メガヘルツ
　（エフエム世田谷のホームページから
　 も聴取できます）

●　　　「電子申請」の表記を、3月1日から「オンライン手続き」に変更します。区ホームページの「オンライン手続き サービス オープンデータ」からご利用下さい。

区分 料金
火葬料（12歳以上） 4万円

火葬料（12歳未満） 2万4400円

火葬待合室 2万円

葬儀式場 5万6000円

遺族等控室 1万4000円

会葬者控室 3万円


